
資料１

新型コロナウイルスワクチンの
接種体制確保について

自治体説明会⑥

令和３年５月25日
厚生労働省健康局健康課予防接種室



２．Ｖ－ＳＹＳについて⑥

３．各ワクチンの取扱いについて②

１．新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について⑥

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体説明会（第６回）
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1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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体制確保に係る市町村準備スケジュール（イメージ） ★更新★

令和２年度 令和３年度

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

ワクチン分配の調整
（ファイザー社）

（武田／モデルナ社）

クーポン券等の印
刷・郵送

医療機関との調整・
契約

医療機関以外の接種
会場の準備・運営

超低温冷凍庫の配備

接種費用の確保

相談体制の確保

国から自治体への情報
発信等

契約事務 印刷準備・印刷
発送（高齢者以外）

発送（高齢者分）

医師会等との調整 接種体制の拡充・打ち手の拡大

β医療機関は、1月18日から委任状提出開始

予算準備

会場選定 契約事務 接種会場の運営

★
（国→自治体）
割当数通知

配置先調整（Ｐ社）

予算準備（補正予算）

実施主体としての集合契約委任状提出（2/5〆）委任状提出

コールセンター運用教育期間予算準備 契約事務

★説明会②

(2/12)集合契約締結 β接種実施医療機関等は随時追加可

手引き1.1★

★説明会④ ★説明会⑤★説明会③ ★説明会⑥

1.2★ 2.0★ 2.1★ 2.2★ 3.0★

一部市町村へ配送配分先調査
全市町村へ配送

★
配置先調整（Ｍ社）
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令和２年度 令和３年度

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

ワクチン等の流通調
整の準備

ワクチン分配の調整
（ファイザー社）

（武田／モデルナ社）

医療従事者等への接
種の実施体制確保

大規模接種機関の準
備・運営

冷凍庫の配備

相談体制の確保

国から自治体への情報
発信等

体制確保に係る都道府県準備スケジュール（イメージ） ★更新★

地域担当卸決定（1/25報告〆）

医療関係
団体と調整

被接種者数の把握
（～2/17）

医療従事者等への接種実施機関が集合契約に手挙げしているか確認

★
（都道府県→市町村）

医療従事者等の接種実施機関
を情報提供（～1/28）

配分先調査

（第1回）
〆2/24

（第2回）
〆3/15

医療従事者等の先行接
種・優先接種分の分配 一部市町村への配送 全市町村へ配送

大規模接種会場の運営

★
配置先調整（Ｍ社）

コールセンター運用教育期間予算準備 契約事務

★説明会②

(2/12)集合契約締結 β接種実施医療機関等は随時追加可

手引き1.1★
★説明会⑤★説明会③ ★説明会⑥

1.2★ 2.0★ 2.1★ 2.2★ 3.0★

★説明会④
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1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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武田／モデルナ社の新型コロナワクチンの概要

6（β）製造日からの保存可能期間であり、医療機関等に届けられてからの保存可能期間を示すわけではない

з．作用機序

本剤は脂質ナノ粒子に封入されたヌクレオシド修飾メッセンジャーRNA（mRNA）を含有する。脂質ナノ粒子により
mRNAは宿主細胞内に送達され、SARS-CoV-2ウイルスのスパイクタンパク質を一過性に発現する。発現したスパイクタ
ンパク質は免疫細胞により外来抗原として認識され、これに対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導される。

и．その他の事項 米国 英国 EU 日本

許認可日
2020年12月18日
（緊急使用許可）

2021年1月8日
（一時的認可）

2021年1月6日
（条件付き承認）

2021年5月21日
（特例承認）

効能又は効果
COVID-19 防止の予防接
種

SARS-CoV-2ウイルスによ
るCOVID-19 防止の予防
接種

SARS-CoV-2ウイルスによ
るCOVID-19 防止の予防
接種

SARS-CoV-2による感
染症の予防

接種対象者（年齢） 18歳以上 18歳以上 18歳以上 18歳以上

用法・用量 筋肉内に接種（2回） 筋肉内に接種（2回） 筋肉内に接種（2回） 筋肉内に接種（2回）

接種間隔 1か月の間隔 28日の間隔 28日の間隔 4週の間隔

接種不適当者

いずれかの成分に対する重
度のアレルギー反応（アナ
フィラキシーなど）の既往
歴のある者

含有成分（有効成分等）に
過敏症の者

含有成分（有効成分等）に
過敏症の者

本剤の成分に対し重度の
過敏症の既往歴のある者
等

貯蔵方法 -50～-15ϴ、遮光 -20±5ϴ、遮光 -20±5ϴ、遮光 -20±5ϴ、遮光

保存可能期間（β） 7ヶ月 7ヶ月 7ヶ月 6ヶ月



新型コロナ予防接種の実施に関する厚生労働大臣の指示等の一部改正について

¸ ５月21日に、武田／モデルナ社の新型コロナワクチン（商品名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注、
一般名：コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２））が医薬品医療機
器等法の特例承認を受けた。

¸ 同日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の諮問・答申を経て、以下を改正。
・臨時の予防接種実施に係る厚生労働大臣の指示（使用ワクチンの追加）
・予防接種実施規則（武田／モデルナ社ワクチンの接種方法の追加）
※ なお、同日特例承認されたアストラゼネカ社の新型コロナワクチンについては、諸外国における若年層への接
種推奨や科学的知見の蓄積の状況などを注視しながら、我が国における使用のあり方について引き続き検討する
こととなった。

１ 対象者

貴市町村（特別区を含む。）の区域内に居住する16歳以上の者

２ 期間

令和３年２月17日から令和４年２月28日まで

３ 使用するワクチン

（１）コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（ファイザー株式会社が
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下
「医薬品医療機器等法」という。）第14条の承認を受けたものに限る。）

（２）コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２） （武田薬品工業株式会社
が医薬品医療機器等法第14条の承認を受けたものに限る。）

ただし、（２）については、１のうち16歳以上18歳未満の者に対して行う接種においては使用しな
いこと。

臨時接種実施に係る厚生労働大臣の指示 一部改正の内容
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新型コロナ予防接種の実施に関する厚生労働大臣の指示等の一部改正について

武田／モデルナ社の新型コロナワクチンは、

¸ ２０日以上の間隔（標準的には27日の間隔）をおいて２回筋肉内に注射するものとし、

¸ 接種量は、毎回０．５ミリリットルとする。

予防接種実施規則等の改正概要

8

【臨時の予防接種実施要領での記載事項】
①接種量等

武田／モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）を２回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
毎回0.5ミリリットルとすること。なお、希釈は不要であることに注意すること。
武田／モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）と他の新型コロナウイルスワクチンの互換性

に関する安全性、免疫原性及び有効性に関するデータはないことから、同一の者には、同一のワクチンを使用すること。

②接種間隔
20日以上の間隔をおいて、標準的には27日の間隔をおいて２回接種することとし、１回目の接種から間隔が27日を超えた場合はできる

だけ速やかに２回目の接種を実施すること。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対

して行わないこと。

③接種箇所
通常、三角筋に筋肉内接種すること。静脈内、皮内、皮下への接種は行わないこと。

④接種後の経過観察
接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、接種後少なくとも15分間は被接種者の状態を観察する必要があること。また、過

去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある者については、接種後30分程度、状態の観察をする必要があ
ること。
接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、過去に採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがあ

る者については、接種後30分程度、体重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないように指導し、被接
種者の状態を観察する必要があること。なお、予診の結果等から血管迷走神経反射による失神が生じる可能性が高いと考えられる者につ
いては、ベッド等に横たわらせて接種するといった予防策も考えられること。



武田／モデルナ社ワクチンの接種体制について

¸ 武田／モデルナ社ワクチンは、まずは(1)大規模接種施設で用いることとし、今後、(2)職域での接種へ利用範囲を
拡大する見込み。

¸ また今後の状況次第ではあるが、(3)上記以外の接種施設において、武田／モデルナ社ワクチンの住民向け接種を実
施することも想定されることから、接種施設候補を把握するための意向調査を行うこととする。

ỄṌỈ

30 ṕ Ṗ

(1)大規模接種

対象拡大

ễ

(2)職域接種

対象を更に拡大
（時期等は今後の状況を見て検討）

○ 武田／モデルナ社ワクチンの接種意向を有する医療機関等を調査 （詳細は12頁を参照）

Ṩ20ṹ

(3)その他
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自衛隊大規模接種センターの概要

第１回目のワクチン接種となる方が対象

Å 65 ỉ31 Ễ

Å

１．対象者

東京会場（大手町合同庁舎３号館）Ḳ ể ễ

大阪会場（大阪府立国際会議場）Ḳ Ễ ể

ẑ Ṅ

２．対象都府県

Å 予約専用ウェブサイト LINE ２種類

Å １回目の接種を受けた方は、２回目の接種も同じ会場で予約可能
ẑ

４．予約受付方法

Å 予約専用ウェブサイト： ệ 17 ṕ Ṗ 24

Å LINEによる予約： ệ 17 ṕ Ṗ 24

５．予約受付開始日

Å ５月24日から３か月間

３．実施期間
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11

東京 大阪 愛知① 愛知② 群馬 宮城

Ẃ

70,000 / 35,000 / 14,000 / 7,000 / 7,000 / 14,700 /

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

5/24 5/24 5/24 5/24 5/24 5/24

3 3 4 4
6.5

11
5/24

ẑ ệ ỄỆ

（参考）接種を開始している大規模規模接種会場について



武田／モデルナ社ワクチンの接種意向を有する医療機関等の調査

調査目的

Å Ṋ 初期は大規模接種会場及び職域
今後、上記以外の接種施設で住民向け接種を実施することも想定 接種施設候補を把握するた

めの意向調査

武田／モデルナ社ワクチンの留意点

Å100回接種分（10バイアル）を最小流通単位

Å納品を受けた施設から他施設への小分け配送は不可

Åファイザー社ワクチンの接種を行っていない施設のみ

主な調査項目

ṕ100 / Ṗ

ṕ ṕ Ṗ ṕ ṖṖ

-20ṹ ṕ Ṗ

ṕ ṕ ṖṖ

都道府県から厚労省に結果を提出（６月11日〆切り）

厚労省から都道府県に調査票を展開 （５月24日付）

調査結果のとりまとめ、施設総数、規模、時期等の確認
⇒ 冷凍庫の配備など、次のステップに進める。 12

5/24付け事務連絡参照



武田／モデルナ社ワクチンの流通について

¸ 武田／モデルナ社ワクチンについては、接種会場毎に所定の曜日を設定し、接種能力に応じた量の
ワクチンを毎週納品することを原則とする。（必要量の下方修正が必要な場合は希望量登録時に修正する。
上方修正が必要な場合は事前調整の上、需給バランスが崩れないことを確認の上、希望量登録時に修正する。）

¸ V-SYSで共有された情報を基に、地域担当卸がワクチン・針・シリンジを会場に納品する。

武田／モデルナ社ワクチンの流通イメージ

分置倉庫 ➀

ḱ
ḱ
ḱ

ḱ
ḱ
ḱ

地域卸の
物流倉庫１

地域卸の
物流倉庫

ḱ
ḱ
ḱ
ḱ

地域卸の
物流倉庫２

接種会場（月）

接種会場（火）

接種会場（水）

接種会場（木）

接種会場（金）

武
田
倉
庫

分置倉庫 ⑯

こ
こ
で
ス
ト
ッ
ク

V-SYS (情報共有＆記録) ワクチン・針・シリンジ

ḱ
ḱ
ḱ
ḱ

クール設定のイメージ
納入希望量登録【接種施設】

接種能力以下であれば必ず割当
割当て【国のみ】 納入【地域卸】

TM●クール ～第１週水曜日 第１週木曜日 第２週月曜日～金曜日
会場毎の所定の曜日

TM●＋１クール ～第２週水曜日 第２週木曜日 第３週月曜日～金曜日
会場毎の所定の曜日

地域卸の

物流倉庫
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１箱＝10バイアル
（100回接種分）

12箱１ケース＝120バイアル
（1,200回接種分）

¸ 武田／モデルナ社ワクチンは、10バイアルが収納されたバイアル箱と、バイアル箱が12箱１ケースの包
装箱とがあり、 納入量の多い大規模接種施設向けには、包装箱単位で配送される。

¸ 本ワクチンは再凍結が不可であることから、包装箱単位で納品された場合、包装箱のまま冷凍庫に格納
することを原則としつつ、開梱が必要な場合は、１包装箱ずつ冷凍庫から取り出し速やかに行うこと。
また、冷凍庫の頻繁な開閉、長時間の開放による庫内温度の上昇や結露に十分留意すること。

W51mm

D126mmH60mm 51m
m

126
mm

60
m
m

51m
m

126
mm51m

mH135mm

W169mm

D267mm

PHC社 日本フリーザー EBAC

72箱 = 720ﾊﾞｲｱﾙ 96箱 = 960ﾊﾞｲｱﾙ

ẑ

90箱 = 900ﾊﾞｲｱﾙ
345mm

ṕ Ṗẑ

PHC社 日本フリーザー EBAC

２包装箱
= 240ﾊﾞｲｱﾙ

７包装箱
= 840ﾊﾞｲｱﾙ

４包装箱
= 480ﾊﾞｲｱﾙ

ẑỆ 12 EBAC

-20℃冷凍庫の武田／モデルナ社ワクチン収納可能数

14
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大規模接種会場を設置する場合の具体的な手続き等について

¸ 大規模接種会場を設置する場合には、人員確保や会場の導線確認等特設の接種会場を設置する場合
に必要になる手続のほか、特に下記の準備を行う必要がある。
①大規模接種会場に係る基本情報の登録 ②針・シリンジの納入先登録 ③ V－SYSの初期設定

ṙ Ṛ ṕ Ṗ

Ṩ20ṹ

ṙ Ṛ

ü Ṋ メーカーから接種施設に納品され、当該接種施設において全て使用する

ü 初回は10日分ṕ ú10/7 Ṗのワクチンを、２回目は１週間分のワクチンを納入する
ことを原則 初回は２週間分の針・シリンジを、２回目は初回納品日の１週間後に１週間分の針・
シリンジを納入することを原則

ü Ṋ

①基本情報の登録

ṙ ṚṨ20ṹ

ṙ Ṛ ṕ14 Ṗ

②ー20℃冷凍庫の配送登録

ṙ Ṛ ễ ễ 22

ṙ Ṛ

③V－SYSの初期設定など

15
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大規模接種会場の設置のスケジュールイメージについて

¸ 大規模接種会場の設置に当たって、準備に必要なスケジュールのイメージは以下のとおり。

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

針・シリンジ納品
ー20ϴ冷凍庫納品

ワクチン納品

類似コードの申請
＆集合契約への加入

＆V-SYSにログインし
基本情報を登録

基本情報登録
＆ー20ϴ冷凍庫申請

最短

針・シリンジ納品
ー20ϴ冷凍庫納品

ワクチン納品
類似コードの申請
＆集合契約への加入

＆V-SYSにログインし
基本情報を登録

基本情報登録
＆ー20ϴ冷凍庫申請

最短

針・シリンジ納品
ー20ϴ冷凍庫納品

ワクチン納品

類似コードの申請
＆集合契約への加入

＆V-SYSにログインし
基本情報を登録

基本情報登録
＆ー20ϴ冷凍庫申請

最短

納入訓練

納入訓練

納入訓練
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ü

大規模接種会場に関連する留意事項等について

ü 住所地外接種届出済
証の届出は不要

ü ṕ Ṗ

Ṅ 大規模接種セン
ターでの接種分については、さらに1か月程度遅れる場合がある

ü Ṋ
被接種者が同じ大規模接種会場で２回接種を完了することを前提とした運営方法

ü 被接種者が、接種を受ける前に武田／モデルナ社ワクチンに関する情報提供を確実に受け、感染症予防の効果と副反応のリス
クの双方を理解し、本人の意思に基づいて接種の判断

ü Ṋ 納品を受けた施設から他施設への小分け配送は不可であり、納品を受けた施設で全て使用
ü 接種場所に－20℃冷凍庫を設置する必要

ü

予防接種法に基づく接種として、医療機関と市町村との委託契約を経て行う

留意事項④（その他の必要な準備について）

留意事項①（接種の位置づけについて）

留意事項②（武田／モデルナ社ワクチンの取扱いについて）

留意事項③（住所地外接種の取扱いについて）

留意事項⑤（その他の留意事項について）

17
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国民のみなさまへのわかりやすい情報提供

¸ ỞộỞ
Ṋ

○国民への情報提供 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

Ṯ ṯ ỜẀỌ

○自治体への情報提供 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html

○医療機関への情報提供 https ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

厚生労働省ホームページ

リーフレット等の広報資材

ṕ Ḳ０１２０－７６１７７０ Ḳ ị ṌỄể ṕ Ṗ

ṕ Ḳ Ṗ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html

Q&A

★更新★

ṙ Ṛ ṕ Ṗṙ共通Ṛ ṙ Ṛ ṙ Ṋモデルナ Ṛ
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ファイザー社ワクチンの配送スケジュール

2/15
週

2/22 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 6/1 6/7 6/14 6/21 6/28

医
療
従
事
者
等
向
け
優
先
接
種

高
齢
者
向
け
優
先
接
種

６回接種可能な
注射器を配布

β 医療従事者等約480万人
２回分の配布完了に相当す
る数量の配布を完了

６月末までに、高齢者約
3600万人２回分の配布を
完了

（β）

14万回

48万回

20万回

140万回

117万回

１回目接種 ２回目接種

１回目接種 ２回目接種

１回目接種 ２回目接種

１回目接種 ２回目接種

１回目接種 ２回目接種

10万回

１回目接種

48万回

48万回

２回目接種

170万回

390万回

1,872万回

1,872万回

順次接種

令和３年５月２１日時点

1,580万回

1,572万回＋α

使用用途制限の緩和
4月12日以降、配送の用途にかかわらず、医療従事者等及び

高齢者の双方に使用することができることとする。

１回目接種 ２回目接種

１回目接種 ２回目接種

48万回

48万回 48万回

20万回

20万回

20万回

140万回

140万回

140万回

20



■これまでのワクチン総接種回

注：ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）への報告（17時時点）を集計（高齢者等を除く）。土日祝日については、次の平日分に合わせて計上。

注：ワクチン接種記録システム(VRS)への報告を、接種日ごとに集計。

・医療従事者等：6,438,387回（令和３年５月21日）
・高齢者等：2,339,839回（令和３年５月23日）
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高齢者への接種実績

1回目累積回数 2回目累積回数

3,965,411 

2,472,976 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2021/02/17 2021/02/25 2021/03/04 2021/03/11 2021/03/18 2021/03/25 2021/04/01 2021/04/08 2021/04/15 2021/04/22 2021/04/30 2021/05/12 2021/05/19

医療従事者等の接種実績

1回目累積回数 2回目累積回数

ワクチンの接種実績
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海外で開発されたワクチンの確保に関する取組

ファイザー社（米国）との契約（令和3年1月20日）
¸ 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、年内に約1億4400万回分のワクチンの供給を受け
る。

アストラゼネカ社（英国）との契約（令和2年12月10日）
¸ 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、今年初頭から１億2000万回分のワクチンの供給
（そのうち約3000万回分については今年の第一四半期中に供給）を受ける。

βアストラゼネカ社は以下について公表。
・JCRファーマ株式会社でのワクチン原液の国内製造と、海外からのワクチン調達を予定。
・製造されたワクチン原液は、第一三共株式会社、第一三共バイオテック株式会社、Meiji Seikaファルマ株式会社、ＫＭバ
イオロジクス株式会社において製剤化等を行う。
・海外での臨床試験に加え、日本国内でも第I/II相試験を令和2年8月下旬より開始。
β国内でのワクチン原液製造・製剤化等の体制整備は、「ワクチン生産体制等緊急整備事業」（2次補正）の補助対象

武田薬品工業（日本）／モデルナ社（米国）との契約（令和2年10月29日）
¸ 新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、武田薬品工業株式会社による国内での流通のもと
今年上半期に4000万回分、今年第３四半期に1000万回分の供給を受ける。

╛Ấ ș ǞǦȉǵ

ファイザー社（米国）との追加契約（令和3年5月14日）
¸ 既存の契約に加え、第３四半期に5000万回分のワクチンの供給を受ける。

қǮẤ ș ǞǦȉǵ

β その他、来年に向けて、現在武田薬品工業等と、モデルナ社・ノババックス社のワクチン計2億回分について、協議中。 22



基本配分計画について（ファイザー社ワクチン）

○ ６月最終週までに全高齢者(約3,549万人)が２回接種可能となる量のワクチンを配送できる見込み
であることを踏まえ、高齢者第６クールから第８クールまでの配送予定量の一部を基本計画枠とし
て、各都道府県・市町村へ最低限分配できるワクチン量（希望すれば必ず割り当てられる箱数）を明示。

○ 国は各都道府県に、都道府県は各市町村に対して、管内に所在する基本型接種施設からワクチン接
種円滑化システム（V-SYS）に登録があった希望量の範囲内で、基本計画枠に応じた配分を行う。
都道府県の希望量が基本計画枠を下回る場合は、希望量を割当量とする。

○ 総供給量との余剰分については調整枠として、各基本型接種施設から登録があった希望量を踏まえ
て都道府県に割り当てる。希望量が総供給量を超えなければ、希望どおり割り当てられる。

配送時期 ワクチン配分決定量及び計画量

～第４クール 6,841箱 【配送済】

【第５クール】５月１０日週～配送分 16,000箱 【配送済】

【第６クール】５月２４日週～配送分 16,000箱 【配送済】

【第７クール】６月６日週～配送分 13,500箱 【進行中】

【第８クール】６月２１日週～配送分 13,434＋α箱 【進行中】

※現在は第８クールの希望量登録期間です。
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第８クールの配分スケジュール

クール名称
納入希望量登録

【医療機関】
割当て期限

【国】
割当て期限
【都道府県】

確定処理期間
（データロック）

【国】

割当て期限
【市町村】

確定処理期間
（データロック）

【都道府県】

納入予定の
入力日

【ファイザー社】

第４クール
5,741箱

4/ 5( )Ṍ
4/9 ( )

4/11 ( ) 4/13( ) 4/14( )
4/19( )

17
4/20( )

12

4/23(金)

配送：4/26週
＆5/3週

（一部は4/19週）

第５クール
16,000箱

4/12 ( )Ṍ
4/21 ( )15

4/21 ( )
4/23( )

17
4/24( )

4/28( )
12

4/30( )
15

5/3(月)

配送：5/10週
＆5/17週

第６クール
16,000箱

4/ 26( )Ṍ
5/6 ( )15

5/7( )
5/10( )

15
5/10( )

5/12( )
12

5/13( )
15

5/17(月)

配送：5/24週
&5/31週～

第７クール
基本枠

13,435箱

5/7 ( )Ṍ
5/14( ) 5/17( ) 5/18( )15 5/18( ) 5/20( )12

5/20( )
20

5/25(火)

配送：6/7週
&6/14週～

第８クール
基本枠

13,434箱

5/17(月)～
5/28(金) 5/31(月) 6/1(火)15時 6/1(火) 6/3(木)12時

6/3(木)
20時

6/8(火)

配送：6/21週
&6/28週～

Step１

ṕ Ṗ

Ṯ ṯ
ỉ 5/17 ṕ Ṗ
Ị 5/31 ṕ Ṗ

Step２

Ṯ ṯ
ỉ 5/19 ṕ Ṗ17
Ị 6/  2 ṕ Ṗ17

Step３

Ṯ ṯ
ỉ 5/25 ṕ Ṗ
Ị 6/  8 ṕ Ṗ
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ṕ ṇ ṇ ṇ Ṗ ṕ + Ṗ

¸

ṕ Ṗ

ディープフリーザー
配置施設・配置予定施設

（基本型接種施設）
サテライト型
接種施設

連携型
接種施設

ṧ

ṕ Ṗ

ワクチン保管用ドライアイス供給の終了

¸ 当初、ファイザー社ワクチンの冷凍保管は、ディープフリーザーを用いるか、ディープフリーザー
設置完了まではドライアイスを用いて行うこととしていた。

¸ その後、ディープフリーザー設置施設から連携型接種施設及びサテライト型接種施設への移送を行
う小分けが認められたため、ドライアイス保管の需要が当初の想定より低下してきたところ。

¸ 令和３年度もドライアイス供給に備えてきたところだが、ディープフリーザーの配置も順調に推移
しており（５月末現在約7,000台）、これまでのドライアイス供給実績が０件であることから、今後
はディープフリーザー早期配置を優先し、５月末をもってドライアイス供給を終了する。
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○ ワクチン接種に要する費用については、医療機関でのワクチン接種の際に基本的に必要となる「ワクチン
接種対策費負担金」と、それ以外に必要となる経費に係る「ワクチン接種体制確保事業」で措置。

○ 都道府県が実施する大規模接種会場の設置に必要となる費用等については、「新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金」で対応が可能。

ワクチン接種に要する費用の国庫負担について

【ワクチン接種対策費負担金】
（接種の費用）

予算額：4,319億円（令和２年度三次補正）

＜対象＞

○通常の医療機関におけるワクチン接種のために、基本的に必
要となる費用（全国民が２回接種することを想定）

・単価：2,070円／回

・時間外・休日の接種に対する加算

（時間外：＋730円、休日：＋2,130円）

【ワクチン接種体制確保事業】
（自治体における実施体制の費用）

予算額：3,439億円（令和２年度三次補正等）

＜対象＞

○接種の実施体制の確保に必要な経費

（システム改修、印刷・郵送経費、相談体制の確保等）

○集団接種など通常の予防接種での対応を超える経費

（感染防止、会場借料、会場の運営に必要な経費等） 等

【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金】

時間外・休日のワクチン接種会場
への医療従事者派遣事業

＜対象＞

○時間外・休日の医療機関の集団接種会場への医師・看護

師等の派遣について、派遣元への財政的支援を実施

・医師 １人１時間当たり 7,550円

・看護師等 １人１時間当たり 2,760円

※地域の実情に応じて都道府県知事が必要と認める地域へ

の派遣を対象

都道府県が実施する大規模接種会場の
設置等に必要となる費用を補助

＜対象＞

○都道府県がワクチン接種を実施するために設置する大規

模接種会場に係る設備整備等の支援を実施

（使用料及び賃借料、備品購入費等）
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【時間外（平日）】
休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間（看板等に掲げているもの）以外の時間を加算の対象とする。

加算（730円） 加算（730円）

午前
９時

午後
２時 通常診療時間正午

午後
５時

通常診療時間診療時間外 診療時間外

加算（730円）

診療時間外

加算（730円） 加算（730円）

午後
３時 通常診療時間

午後
10時診療時間外 診療時間外

午前
８時

午後
５時

加算（730円） 加算（730円）

診療時間外

【休 日】
以下の①または②のいずれかに該当する日
① 平素から当該医療機関が定めている診療時間において、終日、診療時間が割り当てられていない日（休診日）
βなお、自治体が設置する接種会場については、土曜日は通常休日とされていることを踏まえ休日とする。
② 日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日。

通常診療時間 診療時間外

（例１）午前９時から正午まで及び午後２時から午後５時までを平素の診療時間としている日

（例２）午後３時から午後10時までを平素の診療時間としている日

（例３）平素に明確な診療時間が定められていない医療機関（集団接種を想定）

午前
８時

午後
５時

加算（2,130円）

診療時間外 日曜日に通常診療時間を割り当て 診療時間外

β②の場合の日曜日等に通常の診療時間が割り当てられていても、終日休日加算の対象

新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種費用について

ワクチンの接種を行う医師・看護師等を確保するため、時間外・休日の接種費用について、ワクチン接
種対策費負担金の被接種者１人当たり単価2,070円に診療報酬上の時間外等加算相当分の加算を行う。
（時間外・・・＋730円、休日・・・＋２,130円）【適用：Ｒ３．４．１～７．31までの接種】
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予診費用
（加算分）

(積算の考え方)
接種費用

（2,070円/回）
との合計

時間外 730円

【１回目】初診料加算相当分（850円）と再診料加算相
当分（650円）の割合を、それぞれ75％、25％と想定
Ҝ（850円×75％）＋（650円×25％）＝800円

１回目、２回目の
合計額の平均金
額を、加算額とす
る。
→ 730円

2,800円

【２回目】再診料加算相当分 650円

休 日 2,130円

【１回目】初診料加算相当分（2,500円）と再診料加算相
当分（1,900円）の割合を、それぞれ75％、25％と想定
Ҝ（2,500円×75％）＋（1,900円×25％）＝2,350円 同上

→ 2,130円 4,200円

【２回目】再診料加算相当分 1,900円

時間外・休日加算の考え方
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

既に示している上限額：100,000千円変更前

接種計画変更に伴い生じる追加経費：30,000千円変更後

接種計画変更以外で生じる追加経費：20,000千円

５月31日 所要見込み額調査の提出
６月中旬 上限額通知
６月末目途 交付決定

既に示している上限額：100,000千円

＜例＞

夏頃に、「既に示している上限額のうちの未交付分」、「接種計画変更以外で生じる追加経費」を交付決定

高齢者接種の前倒しに伴う新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の追加交付について
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新型コロナワクチンの高齢者接種の促進対策

（１）ワクチン接種対策費負担金について、時間外・休日の加算を実施。適用期間及び休日の定義について通知するとともに、時間外の定義
について近日中に通知予定。

（２）ワクチン接種体制確保事業について、接種の前倒しを行う自治体に対して追加交付を行うことを通知
（３）緊急包括支援交付金について、都道府県が設置する大規模接種会場に係る費用への支援を対象に追加

１ 財政面での支援

（１）地区医師会との更なる調整に関する支援
①総理から日医会長・日看協会長への協力依頼。総理から日歯会長への協力依頼
②総務大臣・厚労大臣から自治体へ、日本医師会から地区医師会へ、要請文の発出
③ 1(2)の国庫補助金を活用し、自治体の判断で協力金を支給することが可能。

（２）医療従事者の確保に関する支援
（ア）主として問診等を行う医師の確保に関するもの
①臨床研修を受けている医師の活用に関する通知を発出
②医師・看護師等の兼業許可や届出等に関する柔軟な取扱いについて通知を発出（公立病
院についても同日付で通知）

（イ）主として接種を行う医療従事者等の確保に関するもの
①看護師・准看護師の労働者派遣の拡大
②歯科医師の接種業務での活用
③潜在看護師の活用に関し、一時的な収入増により扶養から外れないことを周知
④臨床研修を受けている医師の活用に関する通知を発出
⑤医師・看護師等の兼業許可や届出等に関する柔軟な取扱いについて通知を発出（3公立
病院についても同日付で通知）
⑥看護系大学、看護師等養成所等に対する協力依頼の通知を発出

（ウ）病院団体、公立・公的病院等への協力要請など
①企業立病院・健康保険組合立病院への医療従事者の派遣等の協力要請
②国公私立大学病院に対する協力依頼の通知を発出
③日本医師会及び各病院団体、公立・公的病院に対する協力依頼の通知を発出
④介護老人保健施設等について、接種会場等において医師が協力する場合の人員配置基準
上の取扱いに係る事務連絡を発出
⑤民間の職業紹介事業者等の紹介
⑥ J リーグがワクチン接種への協力を発表
⑦都道府県に、上記の様々な協力主体を活用する等により、市町村のワクチン支援を行う
窓口の設置を要請。国は、都道府県と連携しつつ、個別の協力主体にも働きかけを行
う。

２ 医療従事者の確保に資する支援

（１）自衛隊大規模接種センターの設置（東京圏、
大阪圏）

（２）都道府県等が設置主体となる大規模接種会場
の設置の推進。1(3)による財政支援を行う予定。

（１）企業立病院等による医療従事者派遣等の協力

（１）効率的な接種体制を構築している自治体の方
式を横展開し、全体の接種スピードの底上げを図
る

（２）高齢者の接種完了を待たずとも、接種状況や
予約の空き状況を踏まえ、可能な限り接種の空白
期間が生じないよう、次の接種順位に進めること
ができることについて、通知を発出

（１） 6 月最終週までに、各自治体に高齢者2 回分
のワクチンを配分する具体的な計画を提示

（２）医療従事者用と高齢者用のワクチンの融通を
緩和。基本施設等間の融通を緩和

３ 大規模接種会場の設置

４ 企業等による接種協力

５ ワクチンの確実な配分

６ 効率的な接種体制の構築
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ü פּ ךּ ṕỄ 10 ḭỆ 30 ṖḮ

ü ︡ḭ וֹ ṕệ ỉ ṖḮ

ü ︡ ḭ ḭ וֹ ṕỄ 10 ṖḮ

ü ︡ ḭ ḭ וֹ ṕễ 30 ṖḮ

ü ẑḭ ︡ ṕỆ 25 ṖḮ

ü ︡ ḭ וֹ ṕệ 20 ṖḮ

ü פּ ךּ ṕỆ 30 ṖḮ

ü ṡ ṇ ṇṢּפ ṕỆ 19 Ṗ

ü לּ ︡ḭṡ ṇ ṇẑṢ קּ ṕệ ỉ ṖḮ
ẑ ḭ ṇ Ḯ

ü ︡ḭ טּ ṕễ Ễ ḭỆ 16 ḭ
Ệ 23 ṖḮ
ẑ ḭ ḭפּ ṇ ṇ ṇ ṇ ︡ ךּ Ḯ

ü ךּ ḭ ︡ ṕỆ ể ḭỆ 23 ṖḮ

ワクチンの接種（注射）

ṕ Ṗ ṕ Ṗṕ Ṗṕ Ṗ ṕ Ṗ

経過観察

ṕ Ṗ

問診 薬液充填

ךּ

ךּ

ךּ

※一定の条件

①接種従事者の過不足状況（自治体判断）

②地域の医師会等関係者の合意

③地域の歯科医師会等への協力要請

④歯科医師の経験又は研修受講

ワクチン接種に係る人材確保に関するこれまでの取組
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薬剤師に
協力依頼

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ
歯科医師に
協力依頼

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

歯科医師に
協力依頼

ṕ Ṗṕ Ṗ

＜１ナースセンターによる潜在看護師等のワクチン業務への積極的なマッチング＞

Â ṇ ṇ ךּףּ ḭ ︡ ךּ ︡ḭ וֹףּ

ṇ ךּ Ḯ

＜２．ワクチン業務への看護師等の労働者派遣を可能とするための特例措置の実施＞

Â Ệ ể קּ ךּףּ ︡ ךּ ḭ פּ ḭנּ

︡ ḭ קּ ︣ לּ Ḯ

＜３．総務省と連携した地方自治体における効率的な看護職員の募集・求人のサポート＞

Â ךּףּ ḱ לּ צּ טּ טּצּ כֿ ḭנּ ︡ḭ

︣ ḱ ךּ ︡ כֿלּ צּ טּ ḭ ︡ Ḯ

①看護師確保のための取組の実施

Â 以下の条件を満たす場合、歯科医師にワクチン接種のための注射に協力いただくことも可能。

ṕểṖ ︡ḭ ḱ טּצּ ḭ

ḱ צּ קּ ךּ ḭ ︡ צּ קּ ךּ טּ כֿ Ḯ

ṕỄṖ ︢ צּ ︡ ךּ

ךּ וֹ ךּ כֿ

ṕễṖ ךּ כֿ

②歯科医師への協力依頼
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歯科医師の協力も含めたワクチン接種に係る人材確保のイメージ



医療人材の求人情報サイト「医療のお仕事 Key-Net」を通じた医師の確保について

34

１．概要
○ ワクチン接種人材が不足している自治体において、必要な人材（医師、看護師、事務職
員等）の募集情報を、ウェブ申請フォームを通じて登録することで、当該情報を「医療の
お仕事 Key-Net」のウェブサイト上で公開し、求職者からの応募を受付
○ ワクチン接種人材のうち、医師の確保に関しては、両者の情報を元に、一般社団法人国
際事業総合研究所においてマッチングを実施。
○ 同研究所においては、医師向けに「新型コロナワクチン接種医師募集サイトSave the 

town」（https://covid19-vaccine-md.jp/）による広報を実施。

２．応募医師数
上記サイトから応募した医師数 3479人（5/24時点）

３．募集自治体
求人を登録している自治体 18自治体

うち３自治体でそれぞれ医師１名とマッチング成立（5/24時点）

４．募集業務内容
予診、副反応観察、接種等

β 予診に先立って行う予診票確認については、医師のみならず、看護師や事務職員等も担当することができます。看護師や事務職員
等が、できる限り予診票の確認を行っていただくことにより、効率的かつ効果的な問診となるようお願いいたします。予診に関する
留意事項の詳細については、３月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における問診等の予診に関する留意事
項について」をご確認ください。

改めて「医療のお仕事 Key-Net」の積極的な活用をご検討ください。

https://covid19-vaccine-md.jp/


歯科医師によるワクチン接種の実施に係る違法性の阻却について

¸ 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、医業の範疇であり、医師法上、そのための注射を歯科医師
が行うことはできない。

¸ 一方で、歯科医師は、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けていることから、筋肉内注射という行為のみに着目
すれば、歯科医師も技術的には一定の安全性を持って実施することが可能と考えられる。

¸ 違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、必要な医師や看護師等が確保できない場合においては、
少なくとも下記（１）～（３）の条件下で歯科医師はワクチン接種のための筋肉内注射を行うことは、公衆衛生上
の観点からやむを得ないものとして、違法性が阻却されると考えられる。

（１） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチ
ン接種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、歯科医師の協
力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であること。

※ 上記については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取り組んだ上
で、それでも必要な看護師等の確保が困難と判断し、地域医師会等の関係者とも合意の上で、
地域歯科医師会に協力を要請する。

（２） 協力に応じる歯科医師が筋肉内注射の経験を有している又は新型コロナウイルス感染症のワク
チン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていること

（３） 歯科医師による接種について被接種者の同意を得ること

違法性が阻却されると考えられる条件
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歯科医師によるワクチン接種の実施に係る筋肉内注射の研修について

¸ ワクチン接種を行う歯科医師は、研修（講義）の受講が必要である。

¸ 公益社団法人日本歯科医師会のeラーニング受講により、受講修了証が発行される。また、研修動画は、以下の公
開場所にも掲載している。

¸ 筋肉内注射の経験がない歯科医師については、別途実技研修が必要であることから、各地域で調整をお願いする。

① 新型コロナウイルス感染症にかかるワクチンに関する基礎知識（副反応に関する内容も含む。）
「新型コロナワクチン 今わかっていること まだわかっていないこと」
（日本プライマリ・ケア連合学会 守屋 章成（製作：日本プライマリ・ケア連合学会）

https :// www.youtube.com/watch?v=7oasRUANUrY

② 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に必要な解剖学の基礎知識
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に必要な解剖学の基礎知識」
（日本歯科大学 砂田 勝久(監修：日本歯科医学会))

https :// www.youtube.com/watch?v=LNOOgIMh2jk

③ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実際（接種時の注意点を含む）
「医療従事者のための新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント」
（制作・監修：厚生労働行政推進調査事業費補助金“新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「ワクチンの有効性・安全性と効果
的適用に関する疫学研究」）)

https:// www.youtube.com/watch?v=rcEVMi2OtCY
（参考）接種部位の目安を「肩峰下の前後腋窩線を結ぶ線の高さ」とする方法
「新型コロナワクチン より安全な新しい筋注の方法 2021年３月版」
（制作・監修：日本プライマリ・ケア連合学会 予防医療・健康増進委員会ワクチンチーム）

https:// www.youtube.com/watch?v=tA96CA6fJv8

④ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンのアナフィラキシーとその対応 等
「新型コロナワクチン接種時のアナフィラキシーへの対応【医療者向け】」

(公益社団法人日本医師会 今村 聡（制作：公益社団法人日本医師会）)

https:// www.youtube.com/watch?v=lHNVTpdYEas

研修動画公開場所

日本歯科医師会E-ラーニング
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/#2

受講申し込み等は以下のウェブページ参照
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１ 接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について

重症化リスクの大きさ等を踏まえ、まずは①医療従事者等への接種、次に②高齢者、その次

に③高齢者以外で基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種をできるようにする。

その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえ順次接種をできる

ようにする。

医療従事者等への接種

高齢者へのクーポン
配布

高齢者への接種

それ以外の
者へのクー
ポン配布

基礎疾患を有する者
（高齢者以外）への接種

上記以外の者に対し、ワクチンの
供給量や地域の実情等を踏まえ
順次接種

接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について

高齢者施設等の従事者への接種

β 供給量等を踏まえ、各グループ内でも年齢等
により、更に順位が細分化されることがある。

接種順位の考え方

令和３年２月９日 内閣官房、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」

60～64歳の者
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１． 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11.染色体異常
12.重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13.睡眠時無呼吸症候群
14.重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療
（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２． 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

接種順位の上位に位置づける基礎疾患を有する者について

38



※３
１． 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援

医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
２． 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

接種順位の上位に位置づける者の接種順位と規模（想定）

医療従事者等への接種（β１）

高齢者への
クーポン配布

高齢者への接種（β２）

基礎疾患を有する者
（高齢者以外）への接種（β３）

上記以外の者に対し、ワクチン
の供給量等を踏まえ順次接種

高齢者施設等の従事者への接種（β４）

※ 供給量等を踏まえ、各グループ内でも年齢等により、更に順位が細分化されることがある。

¸ これまでの議論を踏まえると、接種順位、対象者の範囲・規模について、現時点では以下のように想定される。

接種順位の上位に位置づける
者の規模の推計（万人）

医療従事者等

約４７０

高齢者

約３６００

基礎疾患を有する者

約１０３０

高齢者施設等の従事者

約２００

60～64歳

約７５０

合計

約６０５０万人

60～64歳の者

高齢者以外への
クーポン配布

※２
・ 令和３年度中に65歳
以上に達する人

・ ワクチンの供給量・
時期等によっては、
細分化が必要な場合
がある

※１ 470万人は知事会調べ
・ 新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイ
ルス感染症疑い患者を含む。以下同じ。）に直接
医療を提供する施設の医療従事者等（新型コロ
ナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員
等及び患者と接する業務を行う保健所職員等を
含む。）

・ 医療従事者については市町村からのクーポン配
布によらずに接種できる仕組みを検討中

※４
・ 高齢者等が入所・居住する社会福祉施設
等（介護保険施設、居住系介護サービス、
高齢者が入所・居住する障害者施設・救護
施設等）において、利用者に直接接する職
員（市町村の判断により、一定の居宅サービス事業所
等及び訪問系サービス事業所等の従事者も含まれる。
（一定数）） 39
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基礎疾患を有する者等（注）への接種開始等の考え方と運用

【基礎疾患を有する者等（注）への接種の予約の開始のタイミング】
○ 自治体において高齢者への接種状況や予約の空き状況を踏まえ、可能な限り接種の空白期間が生じないよう、基礎疾患を
有する者等の先行予約、接種を開始する。

β 考えられるタイミング

・高齢者の接種の予約が埋まらなくなってきたタイミング
・接種実績などから高齢者の1回目の接種が一定程度進んだと考えられるタイミング など

【先行予約期間について】
・基礎疾患を有する者等が優先的に接種できる機会を作るため、基礎疾患を有する者等への先行予約期間の設定等する。
・その場合、予約の際、基礎疾患を有する者等であることを確認の上、予約をする。

β先行予約期間内であっても、予約の空き状況がある場合などは、基礎疾患を有する者等の接種機会が損なわれない範囲でそれ以外の者も予約可

能とする。

【接種】
○ 基礎疾患を有する者は予診票（自己申告）、高齢者施設等の従事者は施設の発行する証明書、60～64歳の者は予診票（生年
月日）で確認する。

β 基礎疾患を有する旨は自己申告であり、接種会場において優先対象であるかの確認を厳格に行うことは想定していない。

重い精神疾患、知的障害については手帳等により確認可能とするが、確認できない場合は予診等により確認。

○ 接種順位については、①医療従事者等に次いで、②高齢者、③基礎疾患を有する者等（基礎疾患を有する者、高
齢者施設等の従事者、60歳～64歳の者）としている。

○ 高齢者から次の接種順位である基礎疾患を有する者等への接種へ進む際には、高齢者への接種の完了を待たず、
自治体において、高齢者の接種状況や予約の空き状況を踏まえ、順次、次の順位へ接種を進める。
β この際、自治体は基礎疾患を有する者等への先行予約期間の設定等により、基礎疾患を有する者等が優先的に接種できる機会を設ける。

考え方

運用イメージ

（注）基礎疾患を有する者等には、基礎疾患を有する者のほか、高齢者施設等の従事者、60～64歳の者が含まれる。

○ 標準的には６月中旬に接種対象者に対し接種券を送付できるよう、準備を進める。ただし、接種券を受け取った住民が混乱
することがないよう、接種体制や高齢者への接種状況を確認しつつ実際の送付時期を決定。
β一斉に送付すると予約時の混雑が懸念される等の理由により、年齢階層別に高い年齢から、時期をずらして段階的に送付すること、自治体の実情
に合わせて地域別、あいうえお順などで、接種券を送付することも差し支えない。

○ また、6月中旬より前であっても、自治体において、基礎疾患を有する者等の先行予約を開始する時期を踏まえ、これに間
に合う時期に住民に届けること。

接種券
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基礎疾患を有する者等への接種等の運用（補足）

１ 接種券発送について
○ 基礎疾患を有する方とそれ以外の方をあらかじめ、自治体で把握し、接種券の発送を分ける必要はありません。
○ 一斉に送付すると予約時の混雑が懸念される等の理由により、年齢階層別に高い年齢から、時期をずらして段階
的に送付すること、自治体の実情に合わせて地域別、あいうえお順などで、接種券を送付することも差し支えあ
りません。
○ その際、接種券の発送を年齢別等に行うことにより、
・集団接種会場や職域などで広く接種を募った場合に接種券が送付されていない方が接種できないことがありう
ること、
・発送したグループ別にそれぞれ先行予約期間を設けることで全体として接種期間が長くかかる可能性があるこ
となど
も考慮した上で、地域の実情に応じ住民にとって最も円滑かつ迅速にワクチン接種ができる方策を検討ください。

３ 接種の順番について
○ 接種券を段階的に発送した場合、同じ時期に発送されるグループの中で、基礎疾患を有する者等について先行
予約の機会を設けていただくこと等は必要ですが、接種券の発送時期が異なるグループ間で、接種の順番が入れ替
わることも差し支えありません。自治体において予約や接種が円滑に行われるよう、工夫した対応をお願いいたし
ます。

２ 基礎疾患を有する者等の確認について
○ 基礎疾患を有する者の確認は、診断書等の証明書は必要としません。本人などが予診票に設けた質問事項へ記載
した内容により確認します。
○ 具体的には、予診票の「接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。」という設問に対して、「基礎疾
患を有する（病名： ）」欄にチェックがあり、病名として対象疾患が記載されていれば、基礎疾患を有する
者として差し支えありません。なお、重い精神疾患、知的障害については手帳等により確認できますが、確認でき
ない場合は予診等により確認します。
○このほか、高齢者施設等の従事者は施設の発行する証明書、６０～64歳の者は予診票（生年月日）で確認します。

β「新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種の高齢者に次ぐ接種順位の者（基礎疾患を有する者等）への接種の開始等について（疑義照会）」
（令和3年5月21日事務連絡）参照 41



基礎疾患を有する者への接種の周知

○ 基礎疾患を有する者については、普段から基礎疾患を
有する者の診療を行っているかかりつけ医等において、
接種の意向等を確認、接種の相談を行うことが想定され
ます。

○ このため、基礎疾患を有する者の先行予約の開始に当
たっては、広報誌やHPなどに加え、医師会等の関係機関
と連携し、医療機関へ周知し、かかりつけ医等を通じて
基礎疾患を有する者に速やかにワクチン接種の先行予約
等に関する情報提供等が行われるようお願いいたします。

○ なお、参考として、医療機関に提供するリーフレット
例を作成したので、必要に応じて活用ください。

※電子媒体は５月２４日に情報提供しています。
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高齢者以外の対象者への接種券（クーポン券）の発送について

令和２年度

４月 ５月 ６月

予防接種台帳システム等から
のデータ抽出

印刷
（封入・封緘、抜き取りを含む）

郵送

¸ 標準的には６月中旬に接種券を送付できるよう、準備を進める。

¸ その上で、接種券を受け取った住民が混乱することがないよう、接種体制や高齢者への接種状況を確認しつつ実際
の送付時期を決定する。

想定される発送期間

¸ 基礎疾患を有する方とそれ以外の方をあらかじめ、自治体で把握し、接種券の発送を分ける必要はなく、基礎疾患
を有する方もそれ以外の方も区別せずに接種券を発送する。

¸ 一斉に送付すると予約時の混雑が懸念される等の理由により、年齢階層別に高い年齢から、時期をずらして段階的
に送付することや、それぞれの自治体の実情に合わせて地域別、あいうえお順などで、接種券を送付することも差
し支えない。

¸ 高齢者の予約状況や接種状況を踏まえ、自治体の判断により、高齢者の次の接種順位の者（基礎疾患を有する者
等）への接種は順次進めることとするため、６月中旬より前であっても、次の接種順位の者（基礎疾患を有する者
等）への先行予約の開始に間に合うよう、適切な時期に接種券を届けること。

留意点

高齢者以外の対象者への接種券の印刷・発送スケジュール

データ抽出

印刷、封入・封緘、抜き取り

郵送
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1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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地域の実情により様々な接種体制の構築が考えられる

接種体制の確保・実施計画の策定

いずれの場合でも、人口に見合ったペースでの接種に
必要な体制の確保を図るよう、各自治体において準備を行う

特設会場における
接種の体制確保

特設会場における接種と医療機関での
接種を併せた体制確保

医療機関での接種を
中心とした体制確保

Ẇ ךּףּ

β 令和２年10月23日付け健康課長通知に基づき、各自治体の接種開始に向けた進捗状況について調査
を実施。４月12日以降順次実施される高齢者向けの予防接種に向けた各自治体における実施計画の策

定に資するよう、３月８日付事務連絡「予防接種実施計画の作成等の状況について」において、先行的に
取り組んでいる自治体の状況をお示しするとともに、３月５日、３月17日、３月25日、４月７日の各時点に
おける全自治体の状況について調査結果を公表してきた。（現在５月14日時点の状況について調査中）
引き続き、各自治体の状況の詳細を把握の上（＊）、厚生労働省ＨＰで随時更新・情報提供予定。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html）

β また、自治体サポートチームで個別自治体に回答したQ＆Aを、都道府県を通じて全国の市町村にも「速
報Q＆A」として、週２回程度情報提供しており、引き続き、こちらも計画策定の参考としてください。
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共同ポータルサイト
OnePublic

提供
③

各都道府県
リエゾン

総務部局 衛生部局

一斉調査・照会
システム

Ᵽ

自治体
サポートチーム

リエゾン

共有

総務部局

収集

衛生部局

収集提供 提供 提供
① ①③

②
③ ③

β ５月14日以降、必要に応じ市区町村から直接収集した参考事例（市が運行する送迎バスによる移動のサポート、民

生委員やケアマネ等による予約・予診票記入の支援、県の看護協会と協力した潜在看護師への呼びかけ）を自治体
宛てに送付。

新型コロナワクチン接種体制確保の参考事例の収集及び提供
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1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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（令和３年５月21日付け事務連絡より）

予診における留意点についての分かりやすい資料の提供

¸ ファイザー社および武田/モデルナ社の両ワクチンの接種における予診時の参考としていただけるよ
う、「新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver2.0」に改定した。

48
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確認のポイント

接種間隔の確認を行います。また、２回目の接種の記載がある方は、接種はできません。

１ 新型コロナワクチンの接種を初めて受けますか。

（解説）

ファイザー社のワクチン及び武田/モデルナ社のワクチンは、それぞれ接種間隔が異なります。２回目の接種の

場合、持参した予防接種済証にて、1回目に接種したワクチンと同じワクチンであることを確認し、接種間隔の確

認を行ってください。

○ファイザー社のワクチンの接種間隔：

標準的には20日の間隔をおいて２回接種します。（１回目から３週間後の同じ曜日に２回目を接種。）

最短では、18日以上の間隔をおいて接種が可能です。（１回目から３週間後の同じ曜日の２日前に２回目を接種。）

１回目接種からの間隔が20日を超えた場合、できる限り速やかに２回目を接種します。

○武田/モデルナ社のワクチン接種間隔：

標準的には27日の間隔をおいて２回接種します。（1回目から４週間後の同じ曜日に２回目を接種。）

最短では、20日以上の間隔をおいて接種が可能です。（１回目から３週間後の同じ曜日に２回目を接種。）

１回目接種からの間隔が27日を超えた場合、できる限り速やかに２回目を接種します。

（参考）「予診票の確認のポイント Ver 2.0」（令和３年５月21日版）より抜粋
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確認のポイント

接種するワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往のある人は、接種不適当者に該当します。１回目の接種で

アナフィラキシーを起こした人は、２回目の接種はできません。

食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎（花粉症含む）、蕁麻疹、アレルギー体

質等だけでは、接種不適当者にはならず、接種するワクチンの成分に関係のないものに対するアレルギーを持つ

方も接種は可能です。

ただし、即時型のアレルギー反応の既往歴がある人は、通常15分間の経過観察のところ通常より長く、接種後

30分間の経過観察をします。

10 薬や食品などで、重いアレルギー症状（アナフィラキシーなど）を起こしたことがありますか。

（解説）
ファイザー社のワクチンと武田/モデルナ社のワクチンに含まれるポリエチレングリコールや、交差反応性が懸念されてい
るポリソルベートを含む医薬品については、医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページで検索することができます。
また、ポリエチレングリコールは、大腸の検査をする時に用いる腸管洗浄剤、医薬品・医薬品添加物、ヘアケア製品、スキ
ンケア製品、洗剤など、さまざまな用途に使用されています。
ポリエチレングリコールに対して重度の過敏症の既往が明らかな方は、接種不適当者に該当します。
ポリソルベートに対して重いアレルギー反応を起こしたことがある方への接種は、専門医による適切な評価とアナフィラ
キシーなどの重度の過敏症発症時の十分な対応ができる体制のもとで行うことが望ましいとされています。ポリソルベート
は既存のワクチン（11参照）等の医薬品の他、乳化剤として様々な食品に用いられています。
なお、ポリエチレングリコールやポリソルベートを含む医薬品・製品は非常に多数存在するとともに、こうした医薬品・
製品には他の成分も含まれていることから、実際には原因の特定に繋がらないことも多いと考えられます。そのため、様々
なアレルギー歴について丁寧に聴取し、原因の特定に至っていない場合も含め、過去に何らかの医薬品や食品などで重いア
レルギー症状を起こしたことがある方に対しては、十分注意をして接種の判断を行うとともに、接種後は30分間の経過観察
を行います。
ファイザー社のワクチンと武田/モデルナ社のワクチンのバイアルストッパーは天然ゴムラテックスで作られていないため、
ラテックスアレルギーのある人にもワクチン接種は可能です。また、卵やゼラチンも含まれていないため、これらの物質に
アレルギーのある人もワクチン接種は可能です。
これまでの予防接種で具合が悪くなった方については、11もご参照ください。

（参考）「予診票の確認のポイント Ver 2.0」（令和３年５月21日版）より抜粋
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「16歳以上」については、誕生日の前日(24時)に１歳年をとると考えるため、例えば、平成17年
(2005年)７月30日生まれの者は令和３年(2021年)７月29日に16歳以上となり本予防接種の対象者
となる。この点に留意しながら、予診票や本人確認書類により、接種対象となる年齢に達してい
るか確認する。

間違い接種の防止について①ṕ ṇ Ṗ

¸ 各自治体において、間違いの発生防止に努めていただいているが、接種回数が大きく増加しており、
間違い接種が報告されている。

¸ これまでの新型コロナワクチン接種において発生した主な間違い事例及び留意点は以下の通り。

Å 新型コロナワクチンの１回目接種後、確認不足により、18日以上の間隔をあけずに2回目を接種した。

Å 定期接種のワクチン接種後、13日以上の間隔をあけずに新型コロナワクチンを接種した。

接種間隔の間違いの事例

51

Å 接種対象者の年齢について、今年度中に16歳以上となる者は年度当初から接種可能と誤認し、接時
点で16歳未満の者に接種した。

接種対象者の間違いの事例

接種券と接種済証は通常同一の台紙にあることから、受付での接種券確認時に接種済証の接種日
時を確認することや、予診時に予診票の記載内容を確認することにより、前回接種から必要な期
間があいているか確認する。

予診票の項目接種券のイメージ



同じ時間に、同じ場所で取扱うロットを１種類のみにする。途中で別のロットのワクチンを使用す
る必要がある場合には、前に使用していたロットが同じ場所にないことを確認してから、希釈・充
填作業を行う。
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Å 希釈し充填作業を行った後の空バイアルに、誤って再度生理食塩水を注入し、希釈用生理食塩水のみ
を充填したシリンジにて接種した。会場における接種が終わった後に、接種回数とバイアル数に差が
あることにより気づいた。

希釈・充填作業での間違いの事例①

Å ２～８℃で冷蔵移送された新型コロナワクチンを、-20℃冷凍庫で再冷凍し、接種に使用した。

保管方法の間違いの事例

１つのバイアル、６本の注射用針・シリンジ、希釈用針・シリンジ及び希釈用生理食塩水を１つの
トレイに乗せ、希釈・充填作業を行う。

バイアルの蓋を開けたら、速やかに希釈・充填作業を行う。蓋が開いた希釈前のバイアルを放置し
ない。

希釈・充填作業後のバイアルに印をつける。

Å 同じ時間に同じ場所で、２つの異なるロットのワクチンの希釈・充填作業を行ったため、どのシリン
ジに、どのロットが充填されているのかがわからなくなった。

希釈・充填作業での間違いの事例②

ワクチンを受領した時に、情報連携シート等により、移送時の温度を確認する。

間違い接種の防止について②ṕ ṇ Ṗ



・接種券及び予診票を用いて接種対象者であることや新型コロナワクチンの予防接種歴を確認する。

・接種対象者と非対象者が混在しないように、接種を行う区域を明確にするとともに、接種時に予
診票や接種予定者リスト等で確認する。

・予診票を接種対象者の手元におき接種終了時に回収する。

間違い接種の防止について③
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Å 高齢者施設における入所者への接種について、接種会場に接種対象者と非対象者が混在していたこと
等により、対象ではない（既に１回目を接種済で18日以上の間隔があいていない）者に接種した。

施設における接種での間違い

Å ワクチン接種中に、注射針とシリンジの隙間から少量の液漏れが起こり、接種用量の不足となった。

接種時の間違いの事例①

Å 既にほかの対象者に使用した注射針を廃棄することなく、誤って使用した。

接種時の間違いの事例②

接種を行う際に、針とシリンジが確実に接続されているか確認する。接種を行うときに、針とシ
リンジの接続部分を押さえることも考えられる。

針捨て容器を接種場所の近くに設置し、接種を行った後、速やかに使用済みの注射針を廃棄する。



間違い接種を予防するために

¸ 医療機関での個別接種、特設会場での接種、高齢者施設等での接種などいずれの場合であっても、
基本的な接種の流れに沿って必要な確認を行い、予診を尽くした後に接種する。

¸ 接種前には必ず「５Ｒ」を確認する。

①受付
検温、身分証明書の確認、予診票記載の案内

②予診票確認
記載項目の抜け漏れ・不備のチェック、（２回目接
種の場合）接種間隔や１回目接種ワクチン種別の確
認

③予診
体調や持病を確認する等必要な診察を接種前に行
い、予防接種を受けることが適当でない者または予
防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当
するか否かの確認

④接種

⑤接種済証の交付
接種したワクチンのワクチンシールを接種済証に貼
用し、接種日・接種場所を記載する

⑥接種後の状態観察
アナフィラキシーや血管迷走神経反射等の症状が生
じることがあるため、一定期間観察を行う

基本的な接種の流れ

❶正しいワクチンか（Right Drug）

❷正しい接種量か（Right Dose）

❸正しい接種方法か（Right Route）

❹正しい接種時期か（Right Time）

❺正しい接種者か（Right Patient）

接種前の５Ｒ

出典：ＰＭＤＡ医療安全情報 No.40 2013年10月
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1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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ḌȱɫɈɭȭȿɱǵ ʦ Ồѧ ǵ
ȱəɶɆ

Кὦ SARS - CoV - 2 ɭȭȿɱ ǵ 4 ♥ȅǮǵὄЋר

Å ̱ Ʋ ̬֚ꜘƲЋ ֚ꜘ

Å ʺǦȒ Ƕ֚҇ꜘ ǋƲ ǱAE ᶦ ͜ᵂȖǡ

ǵȱəɶɆ ǲȏȒ ↓

Å NHOƲJCHO ƲJOHAS ǵ ᴣ

Å ʠ˲ ǠȒǯ0.015 (6,700 ˲ǲʝ˲ ǠȒ֚҇ꜘ ǋǓ95 ǵ
֯ Ǯר ǮǔȒ 1ʠ˲ǱȐ0.03 Ʋ3,350 ˲ǲʝ˲ Ƴ

ɭȭȿɱ șᾍ ǯǠȒѼׄǔ ό

ɨȷȭȱɝɣɉȯɶȵɥɱǵʝ ǯǞǭ ǯֿ ǵ ǮƲ ʠ
˲ǵὄЋר Ḹș֛ ǞƲԌҥ ǵᾐ ὤ̝ ș ǟǭƲᶮ ǵ ǲ
ɭȭȿɱǵὄЋר Ḹș ͬǠȒǚǯș ǯǠȒƳЁ ș ǠȒ
ǚǯǲ̢Ǎ ƲΛה Ǳǰǵ֚҇ꜘ ǋǵ Ḹș ǲ ǞƲӣ
ǵ ҵǯʰ ǞǦɭȭȿɱ Ǔ ǮǔȒȏǍǲ Ḹ ͬǠȒƳ
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Grade

AE׀
1 ↓ 2 ʴ ↓ 3 ↓

4 Ʋ ᴁǵӾ Ǔ

ǉȒ

Ȇș ǟȒǓƲ
ǲ ǲǱȐǱǋƳ

Ȇș ǟǭ ҃
ș1ᶥ ǞǦƳ

Ȇș ǟǭ ҃
ș2ᶥ̊ʣ ǞǦƳ

֕Ƕ ǵר Ʋ
֕Ƕṥ Ʋ֕Ƕ ș
ǠȒƳ

♄Ǔ< 2.0 cm ♄Ǔ2.0 5.0 cm ♄Ǔ> 5.0 cm

♄Ǔ< 2.0 cm ♄Ǔ2.0 5.0 cm ♄Ǔ> 5.0 cm

♄Ǔ< 2.0 cm ♄Ǔ2.0 5.0 cm ♄Ǔ> 5.0 cm

Ȇș ǟȒǓƲ
҃ ș ǜǱǋƳ
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ș ǠȒƳ

Grade

AE׀
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Ȓ
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↓ǵ ǵṔ▌
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ʴ ↓ǵ
҃ ș ǠȒ֕

ǶƲ ₡ ǵʝ
ǲᶩ Ǔ ǟȒ

↓ǵ Ʋ ₡
ǲ ǉȑ

Ҳʥ Ҳ̸ʥ

Λה
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↓ǵ ҥǵṔ▌

҃ ș ǜǱǋ

ʴ ↓ǵ ҥ
҃ ș ǠȒ֕
ǶƲ ₡ ǵʝ
ǲᶩ ș ǟȒ

↓ǵ ҥƲ ₡
ǲ ǉȑ
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ǓƲ ҃ ș ǜ
Ǳǋ
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҃ ș ǠȒ֕
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ǲᶩ Ǔ ǟȒ
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ᾯ ֚ꜘ ʦ ̬ ǵAEǵ ↓Ѩ Ḩ

Ћ ǵAEǵꜘ֚ר ↓ѨὑḨ

֓

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ 62



̬֚ꜘ Ū

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ

1ᶥ ♥

ḌȱɫɈɭȭȿɱǵ
ʦ Ồѧ ǵ
ȱəɶɆ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

↓ ʴ ↓ ↓

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

↓ ʴ ↓ ↓

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

↓ ʴ ↓ ↓

2ᶥ ♥

n=19,190(96.9%)

Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00

n=17,838(90.1%)

63



̬֚ꜘ ū

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ʴ ↓ ↓

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ

1ᶥ ♥

ḌȱɫɈɭȭȿɱǵ
ʦ Ồѧ ǵ
ȱəɶɆ

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

↓ ʴ ↓ ↓

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ʴ ↓ ↓

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
ǒȍȆ

2ᶥ ♥

n=19,190(96.9%)

Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00

n=17,838(90.1%)

64



Ћ ֚ꜘ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
Ћ Λה

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ

1ᶥ ♥

ḌȱɫɈɭȭȿɱǵ
ʦ Ồѧ ǵ
ȱəɶɆ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

↓ ʴ ↓ ↓

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

↓ ʴ ↓ ↓

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

軽度 中等度 高度

2ᶥ ♥

n=19,190(96.9%)

Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00

n=17,838(90.1%)

65



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 ̈ 30 ̈ 40 ̈ 50 ̈ 60 ̈ 70 ̈ Ћ̱ 65 ̊ʣ

2ᶥ ♥

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 ̈ 30 ̈ 40 ̈ 50 ̈ 60 ̈ 70 ̈ Ћ̱ 65 ̊ʣ

全体

男性

女性

1ᶥ ♥

.5ħ̊ʣ
ḌȱɫɈɭȭȿɱǵ
ʦ Ồѧ ǵ
ȱəɶɆ

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ

n=19,190(96.9%)
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Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00
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n=17,838(90.1%)
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Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00

1ᶥ ♥ ᶥ ♥

16,285 13,413

Day9 Day10
Day10

Day9 Day10
Day10

̊ ̊

ᾯ

֚
ꜘ

0.12% 0.09% 0.09% 0.22% 0.18% 0.13%

0.99% 0.91% 0.60% 0.31% 0.23% 0.13%

0.51% 0.45% 0.25% 0.17% 0.13% 0.07%

0.66% 0.56% 0.34% 0.25% 0.21% 0.12%

0.45% 0.36% 0.18% 0.42% 0.28% 0.13%

0.33% 0.28% 0.15% 0.07% 0.04% 0.01%

ǒȍȆ 0.74% 0.60% 0.00% 0.37% 0.24% 0.00%

Ћ

֚
ꜘ

1.11% 0.80% 0.26% 1.95% 1.47% 0.54%

Λה 0.80% 0.66% 0.68% 1.27% 1.05% 0.73%

1.28% 1.22% 0.68% 1.42% 1.30% 0.73%
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AEǲᾍǞǭǵ̓ ҃ Day8 ȅǮ

׀҃ 1ᶥ ♥ 2ᶥ ♥

19,190 ˲ 17,838 ˲

ȠȹɆȠɝɌɓȥɱ 627 ˲ 3.27% 2,176 ˲ 12.20%

ɫȫȻɕɫɓȥɱ 137 ˲ 0.71% 352 ˲ 1.97%

Ȣɔɕɫɓȥɱ 8˲ 0.04% 14 ˲ 0.08%

˓Ḹף COVID - 19 ǓḸףǜȓǦ˲

׀ ᶥ ₴ ѩר

A 2021/2/19 40 ̈ ặ

B 2021/2/22 50 ̈

C 2021/2/24 20 ̈ ặ

D 2021/2/24 50 ̈ ặ

E 2021/2/24 20 ̈ ặ

˓Ḹף 9,582 ͈+SAEḸףǵǍǨ

ֺ ʣǵ̊׀1˲
COVID - 19 ר ǉȑ

Data Cutoff Date 2021/4/27 12:00

ẏḫẎἶ ȱɫɈɭȭȿɱ ˗ҵᾯ

ᶥ ♥ ᶥ ♥

֓ ȠȹɆȠɝɌɓȥɱǯɫȫȻɕɫɓȥɱș̿ 42 ˲ 230 ˲

ɫȫȻɕɫɓȥɱș̓ǪǭǋǦ˲ǮȠȹɆȠɝɌ
ɓȥɱș̿ ǞǭǋǦҊֻ

30.66% 65.34%

ȠȹɆȠɝɌɓȥɱș̓ǪǭǋǦ˲ǮɫȫȻɕɫ
ɓȥɱș̿ ǞǭǋǦҊֻ

6.70% 10.57%
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Ẇ ǯH1N1 ȢɱɓɩȦɱȴɭȭȿɱǯǵ

BNT162b2
H1N1pdm

ȢɱɓɩȦɱȴɭȭȿɱ

mRNA ɭȭȿɱ ʥ ӓɭȭȿɱ

ʤ

ȱɝɈɄȡ ϼ
BNT162b2 ĭ

NEJM
H1N1 ȢɱɓɩȦɱȴ

2021 ₴ NHO,JCHO,JOHAS 2020 ₴ Ẇ 2009 ₴ NHO

ʴ 19,190 17,838 18,860 ͈ 22,112 ͈

ᶥ ᶥ ᶥ ᶥ

. ħ̊ʣ
3.3% 38.4

. ħ̊ʣ
3.1%

ħ̊ʣ
0.9 21.5 Fever

8.0 ħ̊ʣ
4% 16

̬֚ꜘ 92.9% 92.0 ̬֚ꜘ 69.9%

14.0% 16.3 Redness 5% 6% 60.1%

92.3% 90.8
Pain at 
injection 
site

83% 78% 43.8%

12.6% 14.3 Swelling 6% 6% 36.0%

10.7% 10.3

12.9% 19.1 28.2%

ǒȍȆ 8.0% 12.1
ǒȍȆ ʴ ↓̊
ʣ

6.7%

Ћ 35.7% 76.3 Ћ 26.7%

Λה 23.2% 69.6 Fatigue 47% 59 Λה 19.0%

21.2% 53.7 Headache 42% 52% 14.1%

10.3% 14.6 10.4%
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ȅǯȈ
Å 2 14 ǲ ͈ ǯǱǪǦ ḌȱɫɈɭȭȿɱƼȱɝɈɄȡ ƽș2 17 ǒȐϼ ᾍ

ǲ ỒǞǦƳ

Å 2 25 ǲ Ǔ ˓ǞƲ19,807 ͈Ǔ ᶥ ǞƲȱəɶɆ ǲ ǜȓǦƳ

Å Ƕ20 ̈ǒȐ50 ̈ǓǤȓǥȓ21 - 25% Ʋ60 ̊ʣǓ8.7% Ʋ 33.8%ר Ʋặר
66.2% Ʋӣ₉16.7% Ʋ ₉46.6 ǮǉǪǦƳ ᶥ Ƕ19,579 ͈Ǔ ǞǦƳ

Å ♥ ̊ ǲᶥ֛ǞǦ ᶥ 19,190 ͈(Ћ̱ǵ96.9 ǑȏǺ ᶥ 17,838 ͈
(90.1%) ǵβ∆ ό ǒȐƲ ᶥ ♥ǵ 26-4ħ̊ʣ Ƕ3.3 ǮǉǪǦǓƲ2ᶥ
Ƕ38.4 ǯ ǮǉǪǦƳ ǠȒḹֻǶ ǓẉǖƲ ǲǶ ǞǦƳ ̬ǵ
Ƕ90 ș ǏȒ Ǔ ǞƲ Ǔ ȉ ↓Ǔ ǒǪǦƳ 3 ♥ǲǶ ꜝǞ

ǦƳ ᶥ ǲ ȀƲ ᶥ ǮǶ ǲ 5Ҋ ƲЋ Λה 7Ҋ ș ǞǦƳ₴
ǑȏǺרѩǲȏǪǭƲ֚҇ꜘǵ ↓Ƕ ǱȑƲ ₴ ɵặרǓ ǒǪǦƳ65 ̊ʣ(522

͈ ǮǶ 9 ƲЋ Λה 38 Ʋ 20 ǮǉǪǦǓƲ ̬ Ƕ80 ǮǉǪǦƳ

Å β∆ ό ǵ ֚҇ꜘǒȐƲ ɨɱɏ Ẏșדȇ֚ꜘרɨɱɏ Ǔ2 ▌ǲȆȐ
ȓǦƳ

Å ǮǶ ᶥ ǵҽҵǶ ǏȒȏǍǲҿףșǞǭǋǦǓƲǤȓǮȉ ̜ Ƕ6.6
̜ ȇד ǲȆȐȓǦƳ

Å 2ᶥ ♥ǲ ș̓ ǞǦ Ƕ13 ǮƲ12.2 ǶȠȹɆȠɝɌɓȥɱș ǋǭ
ǋǦǓƲ1.3 ǶɫȫȻɕɫɓȥɱș̿ ǞǭǋǦƳɫȫȻɕɫɓȥɱӴ҃̓ Ƕ0.7 ǧǪǦƳ

Å ˓ḸףǓǉǪǦ9,582 ͈ǯSAEḸֻףȖǢǭ5͈ǵCOVID - 19 ǓǉǪǦǓƲǠȀǭѩǵӣ
ǮǉǪǦƳ

Å 2009 ₴ǵH1N1pdm ȢɱɓɩȦɱȴɭȭȿɱNHO 2 ʠ˲ ǯ ǠȒǯƲȱɝɈɄȡ Ƕ
̬ǵ ǵ ↓Ǔ Ȑǒǲ ǖƲ ᶥ ♥ǵ26-4ħ̊ʣǵ 4Ҋ Ʋ 5

Ҋ ƲЋ Λה 7Ҋ ș ȈǦƳ

Å ᶥ ♥ȉ ѝ̊Кǵ֚҇ꜘ ǋș ȈǦƳ1ᶥ Ʋ2ᶥ ֻȖǢǭƲ
șדȇ ὡǱǰ22 ͈ǓPMDA ǲḸףǜȓǦƳ
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○ 新型コロナワクチンの接種は予防接種法に基づく臨時接種の枠組みで実施し、短期間で多数の方に接種を行うことが見込まれる。この
ため、厚生労働科学研究として、臨時接種の対象となるワクチンについて、接種する希望者を対象とする調査を行い、その結果を公表
することによって、国民に、接種後の状況を情報提供する。

יּ

Å調査参加者が記入する日誌は、接種日を１日目として８日目まで毎日記入するほか、９日目以降はAE※があれば記入
Å予診票、観察日誌は、回収後、各病院等においてシステム上に入力し、電子的に研究班事務局に提出
Å研究班事務局は、収集したデータを集計・解析。結果は定期的に厚生労働省に報告するとともに、審議会において公表
Å上記とは別に、対象となる事象が発生した場合には、予防接種法に基づく「副反応疑い報告」を速やかに実施

₰χᵵ

Å各ワクチンについて、接種を受ける方１～２万例程度の協力を目標とする。ただし、希望者が僅少等の事由により目標に達しなかっ
た場合は、ご協力頂いた範囲を対象とする

Å対象施設及び対象者は、各ワクチンが上市される時期等を踏まえ、必要な体制を整えることができるよう適切に選定・設定する

（
1
回
目
接
種
）

問
診
／
接
種

観察日誌
記入①

観
察
期
間
終
了

（２
回
目
接
種
）

問
診
／
接
種

観察日誌
記入②

４週間

Ⱡ Ⱡ

※ 「接種後７日間」記入後
及び２回目接種時に回収

※ 「接種後７日間」記入後
及び事後観察時に回収

˲︠ ᴣ‮ ˳мϼЎр ˢ͍ᵕ ʺ͎ᵕ ˣῇ28 Ϙπτ ᾝΰθ
ˮ ᴛ˯ʺˮ ӡ ᴂ˯ʺˮ χ ˯ʺˮ ᴂṮΜ ⁮˯ʺˮSAE̞ ˢԍᴮḩἰ ϩγˣ˯

※「AE（Adverse Event）」とは、医薬品の使用と時間的に関連のある、あらゆる好ましくない、意図しない徴候、症状又は疾病のことであ
り、当該医薬品との因果関係の有無は問わない。例えば、ワクチン接種後に地震が発生して負傷した場合も、ワクチン接種との因果関係
にかかわらず、時間的な関連があるためAEとして扱われる。「SAE（Serious Adverse Event）」は重篤なAEをいう。

接種後の健康状況に係る調査の概要①
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Å 各社製剤に係る調査は、それぞれ次のような体制で実施

ファイザー社 武田／モデルナ社

実施主体

令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業）
「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）」

研究参加施設

Å国立病院機構に属する52施設
Å地域医療機能推進機構に属する27施
設
Å労働者安全機構に属する21施設

Å自衛隊病院等９施設
Å国立病院機構に属する17施設＊
Å地域医療機能推進機構に属する６施
設＊
（＊いずれも研究への既参加施設）

調査対象者

Å上記100施設の医療従事者等のうち、
調査を行うことに同意する方
Å19807人が１回目接種を実施

Å自衛隊員の一部のうち、調査を行う
ことに同意する方（強制ではなく任意）
Å１万人程度を目安
※調査参加者の年齢比や男女比が、自衛隊員の構成
により影響を受けるが、できるだけ女性の参加を
お願いする等、平準化に努める

※調査参加者は、基本的に新型コロナワクチンに係
る優先接種対象ではないと想定されるが、例外と
して取り扱う

₰

接種後の健康状況に係る調査の概要②

75



武田/モデルナワクチンの副反応疑い報告について

¸ 新型コロナワクチンについては、予防接種法上の接種（臨時接種）として実施されるため、通常の
定期接種と同様の流れで副反応疑い報告の集計・評価を行う。接種開始後、通常より高頻度で審議
会を実施するとともに、必要があれば、緊急時にも開催して評価を行っている。

¸ 武田／モデルナ社ワクチンが追加されたことに伴う副反応疑い報告基準の変更や、報告様式の改正
は行っていないことから、武田／モデルナ社ワクチンについても、ファイザー社ワクチン同様、
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」（平成25年３月30日付け健発
0330第３号・薬食発0330第１号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知。）により、引き続き
適正な副反応疑い事例の報告をお願いしたい。

¸ 電子報告システムを利用した報告の受付が可能となっており、報告の際には積極的にご活用いただ
きたい。

76

○医師等の皆さまへ～新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い～（厚生労働省ウェブサイト）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html

○副反応疑い報告 報告受付サイト（PMDAウェブサイト）
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html

※タブレットPCからの報告も可。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html


1. スケジュールと現状

2. 武田／モデルナ社ワクチンについて

3. ファイザー社ワクチンについて

4. 接種体制の拡充

5. 各自治体の準備状況

6. 安全なワクチン接種に向けた取組

7. 副反応に係る情報

8. その他
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医療従事者等の優先接種における新規採用や転勤等に伴う対応

（１）新規採用

新規採用等により新たに医療従事者等に該当した者については、採用した医療機関等において、勤務開始後に接種
の機会を設ける。なお、近日中に医療従事者等として勤務することが確実な場合は、勤務先の医療機関等が接種の機
会を設けることも可能。

※ V-SYSの接種券付き予診票発行機能は、４月以降も一定期間は利用可能

（２）転勤等

接種券付き予診票の発行を受けた後に、転勤等により勤務先が変わった者については、転勤等以降の接種機会は転
勤前後のいずれかの勤務先において確保する。その際、予診票に記載されている情報（住民票に記載されている住所
等）に変更が生じた場合は、変更後の情報を反映させた予診票を改めて準備し、接種を受ける。

１回目の接種後に転勤後の勤務先で接種券付き予診票の発行を受けた場合は、

・手元にある転勤前に発行を受けた２回目の接種券付き予診票を破棄
・転勤後に発行を受けた接種券付き予診票のうち、１回目の予診票を破棄

（３）退職等

医療従事者等に早期に接種する理由（β）や２回の接種により効果が得られるとされていることを踏まえて、基本的
には、在職中に２回接種を受け、一定期間勤務できると見込まれる者を対象に接種する。

ただし、１回目接種後に退職や転勤等により医療従事者等に該当しなくなった者については、元勤務先／転勤先に
おいて、接種の機会を確保するよう努める。

① １回目接種前の場合は、手元にある接種券付き予診票を破棄して、医療従事者等としての優先接種は受けない。
市町村が発行する接種券を用いて接種順位に従って接種を受ける。

② １回目接種後の場合は、元の勤務先（退職や医療機関以外の会社等に転職した場合）や転勤先（別の医療機関
に転勤となり、新型コロナ患者の診療に携わらなくなる場合）において、２回目の接種を受ける機会を確保する
よう努める。

β 業務の特性として、新型コロナウイルスへの曝露の機会が極めて多いこと及び医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のため

に必要であること（「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について」（令和３年２月９日 内閣官房・厚生労働省）

医療従事者等の勤務状況に応じた接種機会確保の考え方
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年齢・基礎疾患に応じた接種順位が到来しておらず、医療従事者等として接種を受ける場合

（医療従事者等としてではなく、）年齢・基礎疾患に応じた接種順位で接種を受ける場合

○勤務先／とりまとめ団体が発行した「接種券付き予診票」を用いて（β１）、接種を受けることができる。

① 自施設で接種を受ける。

② 自施設やとりまとめ団体が確保した接種場所で接種を受ける。

（医療関係団体や自治体が、接種を行う医療機関や特設会場に、医療従事者等への接種の受け入れを依頼するこ
とで、高齢者への接種時期等に並行して接種を受けることができる。）

β１ ただし、住所地の市町村から接種券が届いた後には、以下のような場合に、市町村から届いた接種券を用いて接種を受けることは差し支えない。

・ 自施設で接種する場合

・ 所属先施設が接種する医療機関に対して名簿を提出しているなど、当該者が医療従事者等に該当することを接種する医療機関において明確

に確認できる場合

○市町村から送付された接種券を用いて接種を受ける。

① 自施設で接種を受ける（β２）。

② 住所地内の接種場所（自施設以外）で接種を受ける。

医療従事者等への接種

高齢者へのクーポン配布 高齢者への接種

それ以外の者へ
のクーポン配布

基礎疾患を有する者（高齢者以外）への接種

上記以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域の実情等を
踏まえ順次接種

（参考）接種順位とクーポン配布

高齢者施設等の従事者への接種

β２ 接種を行う医療機関に従事する場合は、住所地の市町村外の医療機関に従事している場合であっても、所属施設で接種することは差し支えない。
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新規採用・転勤等により、遅れた時期に医療従事者等の優先接種として接種を受ける場合の取り扱い



やむをえない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している者の例

市町村への申請が必要な方
Å出産のために里帰りしている妊産
婦
Å遠隔地へ下宿している学生
Å単身赴任者 等

市町村への申請が不要な方
Å入院・入所者

Å通所による介護サービス事業所等で接種が行われ
る場合における当該サービスの利用者
Å基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
Å副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関
での接種を要する場合
Å市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受け
る場合
Å災害による被害にあった者
Å拘留又は留置されている者、受刑者

Å国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で
接種を受ける場合（会場ごとの対象地域に居住し
ている者に限る）

原則（住所地内で接種）

接種

住民票所在地の市町村

受診

・住民票所在地の市町村に所在する医療機

関等で接種を受けることが原則とする。

・市町村は住民向けの接種体制を構築する。

・長期入院、長期入所している方等のやむを得ない事情による場合には、

例外的に住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができる。

自宅

¸ 新型コロナウイルスワクチンの接種は、平時の定期接種と同様に、各地域で住民向けの接種体制を
構築することから、住民票所在地の市町村で接種を受けることを原則とする。

¸ ただし、長期入院、長期入所している等のやむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外で
ワクチン接種を受けることができることとする。

平時の定期接種と同様
住民票所在地の

市町村

自宅

住民票所在地以外の市町村

自宅以外の住居
（単身赴任者等）

接種

長期療養中

受診

全国共有
クーポン券

接種場所の原則と例外について
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例外（住所地外で接種）



¸ 国民向け接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」では、予約を受け付けている
医療機関を検索する機能だけではなく、各都道府県・市町村からのお知らせを表示する
機能を有している。
¸ 各自治体における予約受付に関する留意点や相談窓口の連絡先等、国民のみなさまが
接種の予約を行うにあたり必要な情報を入力してください。

「コロナワクチンナビ」を用いた国民への情報提供

https://v-sys.mhlw.go.jp

0570 -xxx -xxx

ӣ ˲ К

ʣ ԍ -

ʴῬ ʞ ֵ

⁸ -

Ｖ－ＳＹＳ

コロナワクチンナビ

コロナワクチンナ
ビに表示されてい
る医療機関情報が
誤っていた場合、
市町村がV-SYS上
で修正することも
可能です。

V-SYS操作マニュアル_市町村用
_1.5自市町村情報を確認・編集する

V-SYS操作マニュアル_市町村用
_6.接種会場・医師情報・納入希望量を登録する 81

https://v-sys.mhlw.go.jp/


接種券等の印刷ミス等の防止について

¸ 接種券等について、市町村コードを誤って印刷している事例があった。
¸ 当該コードは国保連が行う支払請求上重要なコードであるため、今一度誤りがないか確認すること。
¸ また、接種券付き予診票を作成する際にも住民票に記載されている住所を選択すれば、市町村コー
ドが自動入力されるため、誤った住所を登録しないこと。
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市町村No（総務省全国地方公
共団体コード６桁）を記載

接種券付き予診票の作成
① 各医療機関等において、接種予定者リストをとりまとめる

接種者氏名（厚労

太郎） ※
性別

接種者生年

月日

医療従事者/高齢者施

設等従事者
所属機関

接種予定者リストとりまとめ

団体等

住民票に記載されてい

る都道府県

住民票に記載されてい

る市町村

住民票に記載されてい

る町名・番地

厚労　太郎 男性 1960/1/30 医療従事者 □□病院 □□病院 東京都 千代田区 □□１丁目1-1

厚労　花子 女性 1970/1/30 医療従事者 ○○クリニック ○○市医師会 東京都 港区 △△区２丁目2-１

② リストをV-SYSに登録する

必ず、住民票に記載されている住所を選択
してください。該当市町村の6桁コードが自
動入力されます。

③ 接種券付き専用予診票が、PDFファイルとして出力される

接種券等の印刷イメージ


